
 

 

 

 

 

金融分野における個人番号に係る留意点（当局への提出書類関連）について 

 

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25

年法律第 27 号）が平成 27 年 10 月 5 日に施行されております。 

 

 つきましては、金融機関の役員の変更届出書に必要な添付書類等を当局に対してご

提出いただく場合には、個人番号が記載されていない書類をご用意いただきますよう、

お願い申し上げます（詳細は、金融庁ウェブサイトを参照してください。）。 

 

※金融分野における個人番号に係る留意点（当局への提出書類関連）について （金

融庁ウェブサイト） 

 

 

お問い合わせ先 

 

内閣府 沖縄総合事務局 財務部 金融監督課 

Tel:098-866-0095 

 

 

 平成 28 年 6 月 24 日 

沖縄総合事務局財務部 

http://www.fsa.go.jp/news/27/sonota/20160624-1.html

